
株式会社マネジメントソリューションズ
証券コード：7033

第18回 定時株主総会 招集ご通知
　

日 時

2023年１月27日（金曜日）
午前10時（受付開始：午前９時30分）

場 所

東京都港区赤坂九丁目７番１号

東京ミッドタウン・タワー
４階 カンファレンス
Room７

決議事項

第１号議案　定款一部変更の件
第２号議案　取締役５名選任の件
　

株主総会当日は、ご自宅でも株主総会の
模様をご覧いただけるよう、ライブ配信
をさせていただきます。開催日時点での
感染症の流行状況やご自身の体調に鑑
み、ライブ配信もご活用下さいますよう
お願い申し上げます。
なお、議決権行使は、書面又はインター
ネットによる方法もございます。最終頁
にてご確認をお願い申し上げます。



証券コード 7033
2023年１月11日

株　主　各　位

東 京 都 港 区 赤 坂 九 丁 目 ７ 番 １ 号
株式会社マネジメントソリューションズ

代表取締役社長 髙 橋 信 也

1. 日 時 2023年１月27日（金曜日）午前10時（受付開始　午前９時30分）
2. 場 所 東京都港区赤坂九丁目７番１号

東京ミッドタウン・タワー４階 カンファレンスRoom７

第18回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
　さて、当社第18回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申し上げます。
　第18回定時株主総会では、株主総会の様子を株主の皆様にご覧いただけるよう、インターネ
ット上で、ライブ配信をいたします。株主総会へのご出席を検討されている株主の皆
様におかれましては、株主総会開催日時点での感染症の流行状況やご自身の
体調をご確認のうえ、感染予防にご配慮いただき、ご来場下さいますようお
願い申し上げます。
　動画の視聴方法及び事前にインターネット上でご質問をお送りいただく方法につきましては、
３ページの「株主総会のライブ配信のご案内」をご高覧下さい。

　なお、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、2023年１月26日（木曜日）午
後６時までに到着するよう同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただきご送付
下さるか、裏表紙の「プレミアム優待倶楽部による電子議決権行使のご案内」をご高覧のうえ当
社の指定するウェブサイトより2023年１月26日（木曜日）午後６時までに議決権を行使下さい
ますようお願い申し上げます。また、当日インターネット上で、ご発言、ご質問、議決権を行使
していただくことができませんので、ご了承のほどお願い申し上げます。

敬　具

記
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3. 会議の目的事項
報 告 事 項 第18期（2021年11月１日から2022年10月31日まで）事業報告、計算書類

及び連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査
結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 定款一部変更の件
第２号議案 取締役５名選任の件

4. その他本招集ご通知に関する事項
　議決権行使書用紙により議決権を行使され、インターネットでも議決権を行使された場
合は、到着日時を問わずインターネットによる議決権行使を有効なものとさせていただき
ます。
　本「招集ご通知」に際して提供すべき書類のうち、「連結注記表」及び「個別注記表」
につきましては、法令及び当社定款第15条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェ
ブサイト（https://www.msols.com）に掲載しておりますので、本「招集ご通知」添付
書類に記載はしておりません。
　従いまして、本「招集ご通知」添付書類に記載している「連結計算書類」及び「計算書
類」は、会計監査人又は監査役が会計監査報告を作成するに際して監査をした「連結計算
書類」及び「計算書類」の一部であります。
　決議の結果については、書面による決議ご通知の送付は行わず、当社ウェブサイト
（https://www.msols.com）に掲載いたしますので、予めご了承下さいますよう、お願
い申し上げます。

     
以　上

◎感染症の拡大防止のため、ご来場される際は感染予防にご配慮いただくとともに体調がすぐれない方や37.5
度以上の発熱が確認された場合は、ご来場をご遠慮いただきますようお願い申し上げます。また、当社運営ス
タッフはマスク着用で対応させていただく場合がございますので、あらかじめご了承下さい。

◎お土産の配布はございません。
◎株主総会参考書類、事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネ

ット上の当社ウェブサイト（https://www.msols.com）に掲載させていただきます。
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【サイト名称】マネジメントソリューションズ・プレミアム優待倶楽部
https://msols.premium-yutaiclub.jp

【 公 開 日 時 】2023年１月27日（金曜日）午前９時30分から
※株主総会の開始は午前10時からとなりますが、
開始30分前よりアクセスは可能になります。

【 視 聴 方 法 】上記のURLにアクセスし、画面の案内に従って入力しご視聴下さい。
初回会員登録：ご自身の「株主番号」及び「郵便番号」を入力
２回目以降：初回にご自身で決めた「メールアドレス」と「パスワード」を入力

【ご注意事項】
・ご出席株主様の肖像権・プライバシー等に配慮し、中継にあたっては会場後方からの撮影とし、可能な
範囲においてご出席株主様の容姿が撮影されないようにいたしますが、やむを得ずご出席株主様が映り
込んでしまう場合がございますので、併せてご了承賜りますようお願い申し上げます。
・ライブ配信内での議決権行使はできません。「議決権行使書(ハガキ)」のご返送による事前行使、あるい
は「プレミアム優待倶楽部」による電子議決権の事前行使をいただきますようお願い申し上げます。
・ご使用の通信機器や視聴環境(ネットワーク環境)によっては、ご視聴いただけない場合がございます。
また、映像や音声に不具合が生じる場合がありますので予めご了承賜りますようお願い申し上げます。
・ご視聴いただく際のプロバイダーへの接続料金及び通信事業者への通信料金等は、株主の皆様のご負担
となります。

株主総会のライブ配信のご案内
　本株主総会につきましては、広く株主様に株主総会の模様をご覧いただくために、株主総会のライブ配
信を行います。

　ライブ配信は、「マネジメントソリューションズ・プレミアム優待倶楽部」を通じて行います。ただ
し、本ライブ配信でのご参加は、会社法上、当日、議決権の電子行使が可能なハイブリッド出席型バーチ
ャル株主総会ではなく、株主総会の視聴のみのハイブリッド参加型バーチャル株主総会となります。その
ため、動議提出、動議採決及び当日の質問は行うことはできません。動議をご提出される可能性のある株
主様は、株主総会会場へご来場のうえ、ご出席下さいますようお願い申し上げます。

　質問をご提出される株主様は、2023年１月25日（水曜日）午後６時までにインターネット上で質問を
お送り下さいますようお願い申し上げます。
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当連結会計年度（2021年11月１日 から2022年10月31日まで）
コンサルティング等
その他サービス

11,051,755千円
948,317千円

顧客との契約から生じる収益 12,000,073千円
その他の収益 －
外部顧客への売上高 12,000,073千円

(添付書類)
事業報告（2021年11月１日から2022年10月31日まで）
1.　企業集団の現況に関する事項
(1) 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、行動制限が緩和され、状況は改善されつつあるものの、昨年に引き続
き感染症拡大や円安等の影響を受け、依然として先行き不透明な状態が続いております。
　一方、当社グループの事業領域であるプロジェクトマネジメントの分野におきましては、DX（デジタルトラ
ンスフォーメーション）等の社内変革のニーズは引き続き旺盛で、プロジェクトマネジメント支援に対する引き
合いは中長期的にも堅調に推移するものと予測しております。
　当社は、「Managementにおける社会のPlatformとなり、組織の変革及び自律的な個人の成長を促す」をビ
ジョンとして掲げ、当社のプロジェクトマネジメント手法の活用を紹介、提案することにより、様々な業種・業
態の新規顧客を積極的に獲得してまいりました。
　加えて、事業領域の拡大と継続的な収益確保に向けた取り組みとして、人材の積極採用及び教育体制の整備に
よるコンサルタントの安定確保及びリスクマネジメント強化によるアカウントマネージャーの育成を積極的に推
進してまいりました。
　以上の結果、売上高は、12,000,073千円（前期比63.1％増）、営業利益は、847,927千円（同8.1％減）、
経常利益は、859,151千円（同7.9％減）、親会社株主に帰属する当期純利益は、596,054千円（同12.1％
減）となりました。
　当社グループはコンサルティング事業の単一セグメントであるため、セグメント別の業績を省略しております
が、顧客との契約から生じる収益を分解した情報は、以下のとおりであります。

(2) 設備投資の状況
　当連結会計年度に実施した設備投資の総額は、96,301千円であり、その主なものは、事務用機器等でありま
す。

(3) 資金調達の状況
　当連結会計年度において、運転資金及び設備投資資金として、長期借入金1,600,000千円を調達いたしまし
た。

(4) 他の会社の株式その他の持分又は新株予約権の取得又は処分の状況
①　株式の取得又は処分の状況
　2021年11月2日付で株式会社テトラ・コミュニケーションズの株式800株を取得し、当社の連結子会社
といたしました。
②　新株予約権の取得又は処分の状況
　該当事項はありません。
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(5) 対処すべき課題
　今後、プロジェクトを取り巻く環境はより複雑に、より高度になっていくことが予想されます。また、プロジ
ェクトマネジメントが重要な経営課題と認識されることとなり、個別プロジェクト支援にとどまらず、全社的な
プロジェクトマネジメント支援に対する需要も高まっております。このような環境の下、コンサルティングから
トレーニング、ソフトウェアと様々な面からお客様をサポートできる強みを活かし、更なる成長を実現するた
め、以下の事項を課題として認識し対応いたします。

①　人材の確保と育成の強化
　継続的な業容拡大を続けていくために、顧客に提供可能なプロジェクトマネジメントサービスを実行でき
る人材の確保が必要であります。今後も堅実な新規採用を進めるとともに、中途退職の防止、社内研修の充
実を図り人材育成に積極的に取り組みます。

②　新規顧客の充実と営業体制の強化
　現在、当社の主要顧客はエネルギー企業のような公共系企業やメーカーを中心としたエンドユーザーとな
っており、やや特定顧客に売上が集中する傾向があります。今後は事業領域の拡大に伴い、既存顧客からの
リピートオーダーに対応するだけでなく、新規顧客の開拓を積極的に進めてまいります。そのために営業体
制強化し、これまで以上に積極的な営業活動を行ってまいります。

③　海外事業の推進
　当社顧客のグローバルプロジェクト案件の増加に伴い、欧米などの先進諸国に限らずアジア各国において
もプロジェクトマネジメント実行支援サービスに対する需要の高まりが顕在化してきました。このような状
況に対し、海外拠点を拡充し、ビジネスアライアンスを推進することで、海外での積極的なビジネス展開を
推進します。ただし、円安等世界の情勢を鑑みて、推進タイミングについては慎重に進めてまいります。

④　M&Aの推進
　当社グループでは、事業領域の拡大を主な目的として今後もM&Aを積極的に推進していく方針です。そ
のために本社機能を拡充し、グループ企業間の営業連携や技術連携の実行はもとより、ＩＴを含むマネジメ
ントシステムをグループ全体に展開してまいります。この活動を通してグループシナジーを最大化させ、当
社及びグループ会社の価値向上に努めてまいります。

⑤　ダイバーシティへの対応
　当社は、性別や国籍を問わず、豊富な知識・経験・能力を持つ人物を管理職として選任する方針であり、
現在女性管理職の割合は約14%となっております。今後も様々な価値観や働き方を認め、多様性を確保する
ことで有能な人材を確保し、企業価値の向上に努めてまいります。

　株主の皆様におかれましては、今後ともなお一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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区　分 2019年10月期
第15期

2020年10月期
第16期

2021年10月期
第17期

2022年10月期
第18期

売 上 高 (千円) 3,894,950 5,228,237 7,359,091 12,000,073
経 常 利 益 (千円) 429,302 203,647 932,597 859,151
親 会社株主に帰属する
当期純利益又は当期純損失（△） (千円) 292,090 △12,863 678,145 596,054
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） (円) 17.69 △0.78 40.85 35.82
総 資 産 (千円) 2,325,425 2,795,838 3,807,958 6,022,460
純 資 産 (千円) 1,679,519 1,577,497 2,303,922 2,757,427
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 100.67 94.65 137.38 160.68

区　分 2019年10月期
第15期

2020年10月期
第16期

2021年10月期
第17期

2022年10月期
第18期

売 上 高 (千円) 3,847,495 5,162,016 7,259,839 11,260,802
経 常 利 益 (千円) 420,836 197,635 893,045 846,737
当期純利益又は当期純損失（△） (千円) 284,554 △18,704 647,280 616,565
１株当たり当期純利益又は当期純損失（△） (円) 17.23 △1.13 38.99 37.05
総 資 産 (千円) 2,310,433 2,772,267 3,737,511 5,466,847
純 資 産 (千円) 1,669,420 1,560,931 2,238,651 2,615,537
１ 株 当 た り 純 資 産 額 (円) 100.68 94.27 134.62 157.84

(6) 財産及び損益の状況の推移
①　企業集団の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数
に基づき算出しております。

２. 当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第15期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び１株当たり純資産額を算定しております。

３. 当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第15期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び１株当たり純資産額を算定しております。

４. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当連結会計年度の期首から適用しており、
当連結会計年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。

②　当社の財産及び損益の状況

（注）１. １株当たり当期純利益又は当期純損失(△)は期中平均発行済株式総数に基づき、１株当たり純資産額は期末発行済株式総数
に基づき算出しております。

２. 当社は、2019年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第15期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び１株当たり純資産額を算定しております。

３. 当社は、2020年４月１日付で普通株式１株につき３株の割合で株式分割を行っております。第15期の期首に当該株式分割
が行われたと仮定して１株当たり当期純利益又は当期純損失(△)及び１株当たり純資産額を算定しております。

４. 「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年3月31日）等を当事業年度の期首から適用しており、当事
業年度に係る各数値については、当該会計基準等を適用した後の数値となっております。
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会　社　名 資　本　金 当社の出資比率 主要な事業内容
株式会社テトラ・コミュニケーションズ 10,000千円 80.0％ コンサルティング事業
麦嵩隆管理咨詢(上海)有限公司 3,053千人民元 80.0％ コンサルティング事業
元嵩管理顧問股份有限公司 2,500千台湾ドル 80.0％ コンサルティング事業
MSOL Inc. 870千USドル 100.0％ コンサルティング事業

(7) 重要な親会社及び子会社の状況
①　親会社との関係

　該当事項はありません。
②　重要な子会社の状況

（注）１.　株式会社テトラ・コミュニケーションズは、当連結会計年度において株式取得したことによるものであります。
　　　２.　MSOL Inc.は、当連結会計年度において新規に設立したことによるものであります。

事　業　部　門 事　業　内　容

プロフェッショナルサービス プロジェクトマネジメントコンサルティング、
プロジェクトマネジメント実行支援

その他 eラーニング、集合トレーニングの提供

(8) 主要な事業内容（2022年10月31日現在）

(9) 主要な営業所（2022年10月31日現在）
①　当社

本社：東京都港区              中部支社：愛知県名古屋市中村区
②　子会社

株式会社テトラ・コミュニケーションズ（本社：東京都千代田区）
麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司（本社：中華人民共和国　上海市）
元嵩管理顧問股份有限公司（本社：台湾　台北市）
MSOL Inc.（本社：米国　デラウェア州）

事業部門の名称 従業員数（名） 前期末比増減
プロフェッショナルサービス 786名 337名増
全社（共通） 81名 40名増

合計 867名 377名増

(10) 従業員の状況（2022年10月31日現在）
①　企業集団の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、就業人員であり臨時従業員数は、従業員数100分の10未満のため記載を省略しております。
２. 従業員数が当連結会計年度に377名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるもので

あります。
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従　業　員　数 前期末比増減 平　均　年　齢 平均勤続年数
786名 314名増 38.8歳 2.1年

②　当社の従業員の状況

（注）１. 従業員数は、就業人員であり臨時従業員数は、従業員数100分の10未満のため記載を省略しております。
２. 従業員数が当期に314名増加しております。主な理由は業容の拡大に伴い期中採用が増加したことによるものであります。

借　　　　入　　　　先 借　　　　入　　　　額
株式会社三井住友銀行 524,162千円
株式会社りそな銀行 511,104千円
株式会社三菱UFJ銀行 470,180千円
株式会社千葉銀行 166,946千円
株式会社みずほ銀行 145,000千円
株式会社東日本銀行 81,597千円

(11) 主要な借入先（2022年10月31日現在）

(1) 発行可能株式総数 47,448,000株
(2) 発行済株式の総数 16,790,500株（自己株式　220,171株を含む）

(3) 株主数 4,635名

株　　　主　　　名 持　株　数 持　株　比　率
株式会社ユナイテッドトラスト 3,600,000株 21.7％
日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 2,351,800株 14.2％
髙橋　信也 2,056,250株 12.4％
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 1,032,300株 6.2％
福島　潤一 669,750株 4.0％
髙橋　美紀 350,000株 2.1％
後藤　年成 341,000株 2.1％
青柳　亜寿嘉 237,550株 1.4％
STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505019 227,100株 1.4％
BBH（LUX） FOR FIDELITY FUNDS － PACIFIC POOL 223,100株 1.3％

2.　会社の株式に関する事項（2022年10月31日現在）

（注）１.　新株予約権の行使により、発行済株式の総数は、43,200株増加しております。
　　　２.　譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行により、発行済株式の総数は16,300株増加しております。

(4) 大株主（上位10名）
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氏　名　又　は　名　称 保 有 株 券 等 の 数 株 券 等 保 有 割 合
フィデリティ投信株式会社 1,080,100株 6.44％

氏　名　又　は　名　称 保 有 株 券 等 の 数 株 券 等 保 有 割 合
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 592,700株 3.53％
日興アセットマネジメント株式会社 299,800株 1.79％

合　計 892,500株 5.32％

氏　名　又　は　名　称 保 有 株 券 等 の 数 株 券 等 保 有 割 合
アセットマネジメントOne株式会社 952,900株 5.68％

（注）１．持株比率は、自己株式220,171株を控除して計算しております。
　　　２．2022年7月7日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、フィデリティ投信株式会社が

2022年6月30日現在で、以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点における実
質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書の変更
報告書の内容は以下のとおりであります。

　　　３．2022年7月22日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、三井住友トラスト・アセットマ
ネジメント株式会社が2022年7月15日現在で、以下の株式を保有している旨が記載されているものの、当社として当事業
年度末時点における実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その
大量保有報告書の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

　　　４．2022年9月26日付で、公衆の縦覧に供されている大量保有報告書の変更報告書において、アセットマネジメントOne株式
会社が2022年9月15日現在で、以下の株式を所有している旨が記載されているものの、当社として当事業年度末時点にお
ける実質所有株式数の確認ができませんので、上記大株主（上位10名）には含めておりません。なお、その大量保有報告書
の変更報告書の内容は以下のとおりであります。

(5) 当事業年度中に職務執行の対価として当社役員等に交付した株式の状況
　該当事項はありません。
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発 行 決 議 日 2016年10月28日

新 株 予 約 権 の 数 9個

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る 株 式 の 種 類 と 数 普通株式 16,200株（注）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権と引き換えに払込は要しない

新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 新株予約権１個当たり 56円

権 利 行 使 期 間 2018年11月１日から2026年８月31日

行 使 の 条 件

　新株予約権の割り当てを受けた者は、権利行使時におい
ても、当社又は当社子会社の取締役、監査役、従業員の地
位にあることを要す。ただし、任期満了による退任、定年
退職その他正当な理由のある場合にはこの限りではない。
　新株予約権者の相続人による新株予約権の行使は認めな
い。
　その他の条件は、当社と新株予約権の割り当てを受けた
者との間で締結した「新株予約権割当契約書」で定めると
ころによる。

保 有 状 況 取締役（社外取締役を除く）　１名（5,400株）

3.　会社の新株予約権等に関する事項
(1) 当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権等の状況（2022年10月31日現在）

（注）当社は、2018年３月27日付で１株を200株とする株式分割を行い、2019年４月１日付で１株を３株とする株式分割を行い、
また、2020年４月１日付で１株を３株とする株式分割を行っているため、新株予約権の目的となる株式の数及び新株予約権の
行使に際して出資される財産の価額は調整されております。

(2) 当事業年度中に職務執行の対価として当社使用人等に交付した新株予約権等の状況
　該当事項はありません。
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地　　位 氏　　名 担当及び重要な兼職の状況

代表取締役社長 髙 橋 信 也 麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司 董事長、MSOL Inc.取
締役

専務取締役 福 島 潤 一
経営企画、経理、財務、法務、総務、MSOL Inc.取締役
インテグラート㈱取締役、㈱こころみ取締役
㈱テトラ・コミュニケーションズ社外取締役

取締役 後 藤 年 成 ＰＭ事業、ＭＣ事業、パートナー事業、人事

社外取締役 独　立
　

赤 羽 具 永 ケイン㈱代表取締役、㈱ＩＳＳ取締役会長

社外取締役 独　立
　

玉 井 邦 昌

常勤社外監査役 独　立
　

渡 邉 　 徹 麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司 監事

社外監査役 独　立
　

木 村 　 稔 木村稔会計事務所代表、ＯＡＴアグリオ㈱ 社外取締役

社外監査役 独　立
　

稲 垣 隆 一 稲垣隆一法律事務所代表
ティー・エス・ビー㈱監査役、㈱トモエ総研監査役

退任時の地位 氏　　名 退 任 日 退 任 事 由 担当及び重要な兼職の状況

常勤社外監査役 内 田 　 潤 2022年１月28日 任期満了 麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司 監事

社外監査役 岡 　 義 崇 2022年１月28日 任期満了

社外監査役 稲 垣 隆 一 2022年１月28日 辞任
稲垣隆一法律事務所代表、
ティー・エス・ビー㈱監査役
㈱トモエ総研監査役

4.　会社役員に関する事項
(1) 会社役員の状況

①　取締役及び監査役の氏名等（2022年10月31日現在）

（注）１. 監査役木村稔氏は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。
２. 監査役稲垣隆一氏は、弁護士の資格を有しており、法律的見地から企業活動の適正性を判断する相当程度の知見を有してお

ります。
３. 当社と麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司との間には、業務委託等の取引関係があります。
４. 当社は「独立」表示のある５氏を、㈱東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

②　当事業年度中に退任した取締役及び監査役

（注）監査役稲垣隆一氏は、第18回定時株主総会において、ほかの監査役と任期を揃えるため監査役を辞任し、同日新たに選任され
監査役に就任しております。
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(2) 責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償
責任を限定する契約を締結しております。なお、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としてお
ります。

(3) 補償契約の内容の概要
　当社は、代表取締役社長髙橋信也氏、取締役福島潤一氏、後藤年成氏、赤羽具永氏、玉井邦昌氏、監査役渡邉
徹氏、木村稔氏及び稲垣隆一氏との間で、会社法第430条の２第１項に規定する同項第１号の費用及び同項第２
号の損失を法令の定める範囲内において、当社が補償することを内容とする補償契約を締結しております。な
お、当社は、当社が当該契約に基づき役員に対して支払う防御費用を支払った後、当社が、当該役員が自己もし
くは第三者の不正な利益を図り、又は当社に損害を加える目的で職務を執行したことを知ったときは、当社は当
該役員に対して支払った防御費用に相当する金銭の返還を請求することとしております。

(4) 役員等賠償責任保険契約の内容の概要
　当社は、保険会社との間で、取締役、監査役及び管理職従業員を被保険者とする会社法第430条の３第１項に
規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、被保険者がその職務の執行に関し、責任を負うこと又は当該
責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害（ただし、保険契約上で定められた免責事由
に該当するものを除きます。）を当該保険契約により填補することとしております。また、当該保険契約の保険
料は、全額を当社が負担しており、被保険者の実質的な保険料負担はありません。なお、被保険者が違法に利益
又は便宜を得たこと並びに被保険者が犯罪行為、不正行為、詐欺行為又は法令、規則又は取締法規に違反するこ
とを認識しながら行った行為を免責としております。

(5) 取締役及び監査役の報酬等
① 役員報酬等の内容の決定に関する方針等

　　当社は、2022年1月28日開催の取締役会において、企業価値の持続的な向上を図るインセンティブとして
十分に機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえ
た適正な水準とすることを基本方針として決議しております。具体的には、業務執行取締役の報酬は、固定報
酬としての基本報酬及び非金銭報酬等により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑
み、基本報酬のみを支払うこととしております。また、取締役会は、当事業年度に係る取締役の個人別の報酬
等について、報酬等の内容の決定方法及び決定された報酬等の内容が取締役会で決議された決定方針と整合し
ていることから、当該決定方針に沿うものであると判断しております。なお2021年10月に、任意の指名報酬
委員会を設置し、より一層手続の公正性・透明性・客観性を強化しております。

　　取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針の内容の概要は次のとおりです。
　　(ａ)個人別の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
　　　　当社の取締役の基本報酬は、月例の固定報酬とし、役位、職責、在任年数に応じて、当社の業績、従業

員給与の水準を考慮しながら、総合的に勘案して決定するものとします。
　　(ｂ)業績連動報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
　　　　業績連動報酬等は、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えると共に取締役と株主
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区　　分 支給人員 報酬等の総額 報酬等の種類別の総額
基 本 報 酬 業績連動報酬等 非金銭報酬等

取締役
（うち社外取締役）

５名
（２名）

143,330千円
（14,000千円）

141,200千円
（14,000千円）

－
（－）

2,130千円
（－）

監査役
（うち社外監査役）

５名
（５名）

18,550千円
（18,550千円）

18,550千円
（18,550千円）

－
（－）

－
（－）

合計
（うち社外役員）

10名
（７名）

161,880千円
（32,550千円）

159,750千円
（32,550千円）

－
（－）

2,130千円
（－）

との一層の価値共有を進めることを目的としております。当社は、2022年１月28日開催の第17回定時株
主総会において、社外取締役を除く取締役に対して事後交付型業績連動型株式付与のために支給する金銭
報酬の総額は、年額1.5億円以内とし、株式数は合計5万株以内と決議しております。具体的な配分につい
ては、取締役会において決定することとします。

　　(ｃ)非金銭報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針
　　　　非金銭報酬等は、中長期的な企業価値向上との連動性を強化した報酬構成とするため、譲渡制限付株式

（譲渡制限期間は取締役の地位を喪失する日までとする）としております。当社は、2020年１月30日開
催の第15回定時株主総会において、社外取締役を除く取締役に対して譲渡制限付株式付与のために支給す
る金銭報酬の総額は、年額１億円以内とし、普通株式の総数は年４万株以内と決議しております。具体的
な配分については、取締役会において決定することとします。

　　(ｄ)個人別の報酬等の額に対する割合の決定に関する方針
　　　　業績連動報酬及び非金銭報酬の額は、基本報酬の20％を上限とし、各取締役の職責や役位に応じて取

締役ごとに設定することとします。
　　(ｅ)取締役に対し報酬等を与える時期又は条件の決定に関する方針
　　　　基本報酬については、在任中毎月定額支給することとします。非金銭報酬等については、在任中に経営

環境等を踏まえ、インセンティブ付与の必要性が認められる場合に、取締役会の決定により付与します。
　　(ｆ)個人別の報酬等の内容についての決定の全部又は一部を取締役その他の第三者への委任に関する事項
　　　　任意の指名報酬委員会の意見を加味し、取締役会で決議しております。

② 当事業年度に係る報酬等の総額等

（注）１. 取締役の報酬限度額は、2018年１月30日開催の第13回定時株主総会において年額５億円以内（ただし、使用人分給与は
含まない。）と決議しております。当該株主総会終結時点の取締役は、５名（うち、社外取締役は２名）です。
また、2020年１月30日開催の第15回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する年額１億円以内の
譲渡制限付株式の付与のための報酬を支給することにつき決議しております。当該株主総会終結時点の取締役（社外取締役
を除く。）は、３名です。
また、2022年１月28日開催の第17回定時株主総会において、取締役（社外取締役を除く。）に対する年額1.5億円以内か
つ株式数5万株以内の事後交付型業績連動型株式の付与のための報酬を支給することにつき決議しております。当該株主総
会終結時点の取締役（社外取締役を除く。）は、３名です。

２. 監査役の報酬限度額は、2018年１月30日開催の第13回定時株主総会において年額5,000万円以内と決議しております。当
該株主総会終結時点の監査役は、３名です。

３. 上表には、2022年１月28日開催の第17回定時株主総会終結時の時をもって退任した社外監査役２名を含んでおります。

13



招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

氏　　名 地　　位 出席状況、発言状況及び社外取締役に期待される役割
に関して行った職務の概要

赤 羽 具 永 社外取締役
当事業年度開催の取締役会には、18回中18回出席し、主に企業経営に関する
豊富な経験と幅広い知見を活かし、適宜発言を行っております。当社事業戦略
等に関し、意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言を行うなど、適切
に役割を果たしております。

玉 井 邦 昌 社外取締役
当事業年度開催の取締役会には、18回中18回出席し、主に企業経営に関する
豊富な経験と幅広い知見を活かし、適宜発言を行っております。主に財務・会
計や経営全般において助言を行うなど、適切に役割を果たしております。

渡 邉 　 徹 社外監査役

2022年1月28日の社外監査役就任後に開催された取締役会には、14回中14
回、また、監査役会には、10回中10回出席し、主に出身分野である電気機器
メーカー業界を通じて培った経験、グローバルな視点から、適宜発言を行って
おります。内部統制の遵守状況等に関して提言を行うなど、適切に役割を果た
しております。

木 村 　 稔 社外監査役
当事業年度開催の取締役会には、18回中18回、また、監査役会には、14回中
14回出席し、主に公認会計士・税理士として培ってきた豊富な経験・見地か
ら、適宜発言を行っております。当社の財務・会計等に関して助言を行うな
ど、適切に役割を果たしております。

稲 垣 隆 一 社外監査役

当事業年度開催の取締役会には、18回中17回、また、監査役会には、14回中
14回出席し、主に法律家としての長年にわたる豊富な経験と事業経営に関す
る幅広い見識から、適宜発言を行っております。主に法令・定款等の遵守状況
や事業戦略に関し、弁護士としての専門的知見から発言を行うなど、適切に役
割を果たしております。

(6) 社外役員に関する事項
①　重要な兼職先である他の法人等と当社との関係

　社外取締役赤羽具永氏は、ケイン株式会社の代表取締役であり、株式会社ISSの取締役会長であります。
なお、当社とケイン株式会社及び株式会社ISSとの間に記載すべき事項はありません。
　社外監査役渡邉徹氏は、当社の子会社である麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司の監事であります。なお、
当社と麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司との間には業務委託等の取引関係があります。
　社外監査役木村稔氏は、木村稔会計事務所の代表であり、ＯＡＴアグリオ株式会社の社外取締役でありま
す。なお、当社と木村稔会計事務所及びＯＡＴアグリオ株式会社との間に記載すべき事項はありません。
　社外監査役稲垣隆一氏は、稲垣隆一法律事務所の代表であり、ティー・エス・ビー株式会社及び株式会社
トモエ総研の監査役であります。なお、当社と稲垣隆一法律事務所、ティー・エス・ビー株式会社及び株式
会社トモエ総研との間に記載すべき事項はありません。

②　当事業年度における主な活動状況

③　当社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
　該当事項はありません。
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支払額
当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額 39,700千円
当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額 39,700千円

5.　会計監査人の状況
(1) 会計監査人の名称
有限責任監査法人トーマツ

(2) 当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の監査報酬等の額を明確
に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業年度に係る会計監査人としての報酬等の額にはこれらの合計額
を記載しております。

２. 監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、過年度の監査計画における監
査時間の実績及び報酬額の推移並びに会計監査人の職務遂行状況を確認し、当事業年度の監査計画及び報酬額の妥当性を検
討した結果、会計監査人の報酬等について会社法第399条第１項の同意を行っております。

(3) 非監査業務の内容
　該当事項はございません。

(4) 責任限定契約について
　該当事項はございません。

(5) 補償契約について
　該当事項はございません。

(6) 会計監査人の解任又は不再任の決定の方針
　当社では、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められる場合には、監査役全
員の同意に基づき監査役会が、会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後
最初に招集される株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。
　なお、上記のほか監査役会は、会計監査人による適正な職務の遂行が困難であること、その他会計監査人の変
更が相当であると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容
を決定いたします。
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6.　会社の体制及び方針
(1) 業務の適正を確保するための体制
　当社は業務の適正性を確保するための体制として、取締役会において、「内部統制システムに関する基本方
針」を決議し、この方針に基づき、内部統制システムの整備を行っております。その概要は以下のとおりです。
① 取締役、使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
（ａ）役職員の職務の執行が、法令及び定款に適合することを確保するため、「経営理念」「行動規範」を

制定し、役職員はこれを遵守する。
（ｂ）「取締役会規程」を始めとする社内諸規程を制定し、適切に運用することで、適法かつ効率的な業務

運営に必要な内部牽制機能を整備する。
（ｃ）管理本部をコンプライアンスの統括部署として、役職員に対する適切な教育体制を構築する。
（ｄ）役職員の職務執行の適切性を確保するため、社長直轄の内部監査室を設置し、「内部監査規程」に基

づき内部監査を実施する。また、内部監査室は必要に応じて会計監査人と情報交換し、効率的な内部
監査を実施する。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
（ａ）取締役会議事録などの重要な書類等の取締役の職務執行に係る情報の取り扱いは、文書管理規程等の

社内規程に基づき、文書又は電磁的媒体に記録し、適切に保存及び管理する。
（ｂ）文書管理部署の管理本部は、取締役及び監査役の閲覧請求に対して、何時でもこれらの文書を閲覧に

供する。
③ 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
　当社は、取締役会がリスク管理体制を構築する責任と権限を有し、これに従いリスク管理に係る「リスク
管理規程」を制定し、多様なリスクを可能な限り未然に防止し、危機発生時には企業価値の毀損を極小化す
るための体制を整備する。
④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
（ａ）定例取締役会を毎月１回開催するほか、機動的に意思決定を行うため、臨時取締役会を開催するもの

とし、適切な職務執行が行える体制を確保する。
（ｂ）取締役会のもとに執行役員を配置し、取締役会の意思決定に資するため、取締役会付議事項の事前検

討を行うとともに、取締役会で決定した方針及び計画に基づき、取締役会の指示、意思決定を執行役
員に伝達する。また、社長は執行役員に経営の現状を説明し、各執行役員は各部門の業務執行状況を
報告する。

（ｃ）日常の職務の執行において、取締役会の決定に基づく職務の執行を効率的に行うため組織・業務分掌
規程等の社内諸規程に基づき、権限の委譲を行い、各レベルの責任者が意思決定ルールに則り業務を
分担する。
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⑤ 当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
（ａ）「経営理念」をグループ各社で共有し、企業価値の向上と業務の適正を確保する。
（ｂ）内部監査による業務監査により、グループ業務全般にわたる適正を確保する。
（ｃ）グループ会社各社に取締役及び監査役を派遣し、子会社への十分な統制を図る体制を確保する。

⑥ 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関する事項及びその
使用人の取締役からの独立性に関する事項
（ａ）監査役の職務を補助すべき使用人は、必要に応じてその人員を確保する。
（ｂ）当該使用人が監査役の職務を補助すべき期間中の指揮権は、監査役に委嘱されたものとして、取締役

の指揮命令は受けないものとし、その期間中の当該使用人の人事評価については、不利のないよう配
慮する。

⑦ 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制その他監査役への報告に関する体制
　取締役及び使用人は、監査役会の定めに従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行う。
⑧ その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
（ａ）代表取締役及び内部監査室は、監査役と定期的に意見交換を行う。
（ｂ）監査役は、取締役会に出席することにより、重要な報告を受ける体制とする。
（ｃ）監査役会は定期的に会計監査人から監査の状況報告を受けることにより、監査環境を整備し、監査の

有効性、効率性を高める。
⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
　財務報告の信頼性確保のため、全社的な統制活動及び各業務プロセスの統制活動を強化し、その運用体制
を構築する。

⑩ 反社会的勢力との取引排除に向けた基本的な考え方及びその整備状況
（ａ）反社会勢力との取引排除に向けた基本的な考え方
イ 当社の行動規範、社内規程等に明文の根拠を設け、社長以下組織全員が一丸となって反社会的勢力
の排除に取り組む。

ロ 反社会勢力とは取引関係を含めて一切関係を持たない。また、反社会的勢力による不当要求は一切
を拒絶する。

（ｂ）反社会勢力との取引排除に向けた整備状況
イ 行動規範において「反社会的勢力に対する」姿勢について明文化し、全職員の行動指針とする。
ロ 反社会的勢力の排除を推進するために管理本部を統括管理部署とし、また、本社に不当要求対応の
責任者を設置する。

ハ 取引先等について、反社会的勢力との関係に関して確認を行う。
ニ 反社会的勢力の該当有無の確認のため、外部関係機関等から得た反社会的勢力情報の収集に取り組
む。

ホ 反社会的勢力からの不当要求に備え、平素から警察、全国暴力追放運動推進センター、弁護士等の
外部専門機関との密接な連携関係を構築する。
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（注）この事業報告に記載の金額は、表示単位未満を切り捨て、比率は、小数第二位を四捨五入して表示しております。

(2) 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
　当社では、上記に掲げた業務の適正を確保するための体制を整備しており、その基本方針に基づき以下の具体
的な取り組みを行っております。
① 主な会議の開催状況として、取締役会は18回開催し、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の職

務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役が全てに出席いたしま
した。その他、監査役会は14回開催いたしました。

② 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他の
取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換会を実施し、情報交換等の連携を図っております。

③ 内部監査室は、内部監査活動計画に基づき、当社の各部門の業務執行及び子会社の業務の監査、内部統制
監査を実施いたしました。

(3) 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、企業価値の向上により、株主の皆様に利益配分を実施していくことを会社に重要課題の一つとして認
識しております。
　今後の配当政策の基本方針としましては、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況を勘案した上
で、株主への安定的かつ継続的な利益還元を検討していく方針であります。
　内部留保資金につきましては、有利子負債の削減などの財務体質の強化を図りながら、今後の事業環境の変化
や、新規事業、事業拡大、海外展開等の成長投資等に充当していく予定であります。
　また、自己株式の取得につきましては、企業環境の変化に対応した機動的な資本政策を遂行するために、財務
状況、株価の動向等を勘案しながら適切に実施してまいります。
　第18期事業年度の剰余金の配当につきましては、業績拡大に応じた利益配分を基本としながら安定的な配当
を継続するべく、1株当たり2円の配当を行います。
　また、当事業年度において、自己株式117,100株（取得価格総額299,764千円）を取得いたしました。
　なお、当社は、剰余金の配当等会社法第459条第１項各号に定める事項については、法令に別段の定めがある
場合を除き、株主総会の決議によらず取締役会の決議によって定めることができる旨、また、期末配当の基準日
は毎年10月31日、中間配当の基準日は毎年４月30日とする旨定款に定めております。
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科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額
（資　産　の　部）

流　動　資　産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
そ の 他

固　定　資　産
有形固定資産
建 物
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
無形固定資産
の れ ん
顧 客 関 連 無 形 資 産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他

　

4,282,776
2,306,000
1,853,164
123,611
1,739,683
266,512
201,296
2,990
62,225
876,943
398,812
195,901
82,505
199,723
596,227
7,400
53,098
32,502
423,107
80,118

　

（負　債　の　部）
流　動　負　債 1,553,282
買 掛 金 236,220
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60,000
１年内返済予定の長期借入金 339,774
未 払 金 143,322
未 払 費 用 238,294
未 払 法 人 税 等 154,879
未 払 消 費 税 等 297,531
株 主 優 待 引 当 金 2,143
そ の 他 81,116

固　定　負　債 1,711,750
長 期 借 入 金 1,654,212
繰 延 税 金 負 債 57,538
負 債 合 計 3,265,032
（純　資　産　の　部）

株　主　資　本 2,634,733
資 本 金 651,395
資 本 剰 余 金 532,373
利 益 剰 余 金 1,841,209
自 己 株 式 △390,244

その他の包括利益累計額 27,789
為 替 換 算 調 整 勘 定 27,789

非支配株主持分 94,904
純 資 産 合 計 2,757,427

資 産 合 計 6,022,460 負 債 ・ 純 資 産 合 計 6,022,460

連結計算書類
連結貸借対照表

（2022年10月31日現在）
(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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科　　　　　　目 金　　　　　　　額
売 上 高 12,000,073
売 上 原 価 7,657,274
売 上 総 利 益 4,342,799
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,494,871
営 業 利 益 847,927
営 業 外 収 益
受 取 利 息 1,416
受 取 配 当 金 80
為 替 差 益 4,234
受 取 賃 貸 料 11,018
助 成 金 収 入 3,808
そ の 他 2,084 22,642
営 業 外 費 用
支 払 利 息 8,659
事 務 所 移 転 費 用 2,151
そ の 他 607 11,418
経 常 利 益 859,151
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 859,151
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 240,637
法 人 税 等 調 整 額 7,034 247,671
当 期 純 利 益 611,479
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 15,425
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 596,054

連結損益計算書
（2021年11月１日から2022年10月31日まで）

(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株　　　主　　　資　　　本
資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 621,130 502,109 1,245,155 △90,036 2,278,358
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 30,264 30,264 60,528
親会社株主に帰属する
当期純利益 596,054 596,054

自己株式の取得 △300,208 △300,208
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額）
当期変動額合計 30,264 30,264 596,054 △300,208 356,374
当期末残高 651,395 532,373 1,841,209 △390,244 2,634,733

その他の包括利益累計額
非支配株主持分 純資産合計為替換算

調整勘定
その他の包括利益
累 計 額 合 計

当期首残高 6,220 6,220 19,342 2,303,922
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 60,528

親会社株主に帰属する
当期純利益 596,054

自己株式の取得 △300,208
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 21,568 21,568 75,561 97,130

当期変動額合計 21,568 21,568 75,561 453,505
当期末残高 27,789 27,789 94,904 2,757,427

連結株主資本等変動計算書
（2021年11月１日から2022年10月31日まで）

(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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科　　　　　目 金　　額 科　　　　　目 金　　額
（資　産　の　部）

流　動　資　産
現 金 及 び 預 金
売 掛 金
前 払 費 用
そ の 他

固　定　資　産
有形固定資産
建 物
工 具 、 器 具 及 び 備 品
無形固定資産
ソ フ ト ウ エ ア
ソ フ ト ウ エ ア 仮 勘 定
投資その他の資産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
関 係 会 社 出 資 金
長 期 前 払 費 用
繰 延 税 金 資 産
敷 金 及 び 保 証 金
そ の 他

　

3,511,046
1,636,811
1,761,500
102,810
9,924

1,955,800
260,708
200,850
59,857
282,228
82,505
199,723
1,412,863

7,400
680,000

100
158,897
52,448
32,502
413,606
67,908

　

（負　債　の　部）
流　動　負　債 1,384,927
買 掛 金 207,040
１ 年 内 償 還 予 定 の 社 債 60,000
１年内返済予定の長期借入金 278,865
未 払 金 145,553
未 払 費 用 204,579
未 払 法 人 税 等 126,320
未 払 消 費 税 等 283,528
契 約 負 債 8,723
預 り 金 67,960
株 主 優 待 引 当 金 2,143
そ の 他 213

固　定　負　債 1,466,382
長 期 借 入 金 1,466,382
負 債 合 計 2,851,309
（純　資　産　の　部）

株　主　資　本 2,615,537
資　本　金 651,395
資本剰余金 532,373
資 本 準 備 金 520,372
そ の 他 資 本 剰 余 金 12,001

利益剰余金 1,822,013
そ の 他 利 益 剰 余 金 1,822,013
繰 越 利 益 剰 余 金 1,822,013

自己株式 △390,244
純 資 産 合 計 2,615,537

資 産 合 計 5,466,847 負 債 ・ 純 資 産 合 計 5,466,847

計算書類
貸借対照表

（2022年10月31日現在）
(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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科　　　　　　目 金　　　　　　　額
売 上 高 11,260,802
売 上 原 価 7,143,417
売 上 総 利 益 4,117,385
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,305,632
営 業 利 益 811,752
営 業 外 収 益
受 取 利 息 32
受 取 配 当 金 2
為 替 差 益 11,031
経 営 指 導 料 13,271
受 取 賃 貸 料 11,018
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 7,809
そ の 他 287 43,452
営 業 外 費 用
支 払 利 息 5,716
事 務 所 移 転 費 用 2,151
そ の 他 599 8,467
経 常 利 益 846,737
税 引 前 当 期 純 利 益 846,737
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 220,440
法 人 税 等 調 整 額 9,731 230,172
当 期 純 利 益 616,565

損益計算書
（2021年11月１日から2022年10月31日まで）

(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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株　　　主　　　資　　　本

資　本　金

資本剰余金 利益剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金 資本剰余金合計

その他利益
剰余金
繰越利益
剰余金

当期首残高 621,130 490,108 12,001 502,109 1,205,447
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 30,264 30,264 30,264

当期純利益 616,565
自己株式の取得
当期変動額合計 30,264 30,264 － 30,264 616,565
当期末残高 651,395 520,372 12,001 532,373 1,822,013

株　　主　　資　　　本

純資産合計
自己株式 株主資本

合　　計

当期首残高 △90,036 2,238,651 2,238,651
当期変動額
新株の発行
（新株予約権の行使） 60,528 60,528

当期純利益 616,565 616,565
自己株式の取得 △300,208 △300,208 △300,208

当期変動額合計 △300,208 376,886 376,886
当期末残高 △390,244 2,615,537 2,615,537

株主資本等変動計算書
（2021年11月１日から2022年10月31日まで）

(単位：千円)

（注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 嶌 照 夫

2022年12月19日
株式会社マネジメントソリューションズ
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

　　　東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、株式会社マネジメントソリューションズの2021年11月1日から2022
年10月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び
連結注記表について監査を行った。
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、株式会社マネ
ジメントソリューションズ及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要
な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する
規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人
は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に
対して意見を表明するものではない。
　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と連結
計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違
以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

監査報告書
連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示する
ことにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判
断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切であるかどうかを評
価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合に
は当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないか
どうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽
表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると
合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

　・　連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実
施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継
続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続
企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明
することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況に
より、企業は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうか
とともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象
を適正に表示しているかどうかを評価する。

　・　連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査証拠を入手す
る。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責
任を負う。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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独立監査人の監査報告書

指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 北 方 宏 樹
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 田 嶌 照 夫

2022年12月19日
株式会社マネジメントソリューションズ
取締役会　御中

有限責任監査法人トーマツ

　　　東　京　事　務　所

　
監査意見
　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、株式会社マネジメントソリューションズの2021年11月１日から
2022年10月31日までの第18期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記
表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
　当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類等
に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法
人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規
定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基
礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。
また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視するこ
とにある。
　当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対
して意見を表明するものではない。
　計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と計算書
類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外
にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。
　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが
求められている。
　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類に係る会計監査人の監査報告書
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し適正に表示するこ
とにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断し
た内部統制を整備及び運用することが含まれる。
　計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切であるかどうかを評価
し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には
当該事項を開示する責任がある。
　監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
　監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかど
うかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示
は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的
に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
　監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断
を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
　・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案

し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入
手する。

　・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施
に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。

　・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連す
る注記事項の妥当性を評価する。

　・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続
企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企
業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又
は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが
求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業
は継続企業として存続できなくなる可能性がある。

　・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠しているかどうかと
ともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正
に表示しているかどうかを評価する。

　監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不
備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。
　監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守したこと、並びに監査
人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合は
その内容について報告を行う。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査役会は、2021年11月１日から2022年10月31日までの第18期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作
成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容

(1) 監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役
等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

(2) 各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その
他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施しました。

① 取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説
明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、
子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の報告
を受けました。

② 事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会社及び
その子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項及び第３項
に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）につい
て、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表
明いたしました。

③ 会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人からそ
の職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行
われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平成
17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
(1) 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業報告

の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
(3) 連結計算書類の監査結果

　会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めます。
2022年12月20日

株式会社マネジメントソリューションズ 監査役会
常勤社外監査役 渡 邉 　 徹 ㊞
社外監査役 木 村 　 稔 ㊞
社外監査役 稲 垣 隆 一 ㊞

　

監査役会の監査報告書

以　上
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現 行 定 款 変 更 案
（株主総会参考書類等のインターネット開示とみな
し提供）
第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総

会参考書類、事業報告、計算書類及び連結
計算書類に記載又は表示をすべき事項に係
る情報を、法務省令に定めるところに従い
インターネットを利用する方法で開示する
ことにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。

（削　　除）

株主総会参考書類

第１号議案　　定款一部変更の件
１．提案の理由
　「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定する改正規定
が2022年９月１日に施行され、株主総会資料の電子提供制度が導入されたことに伴い、次のとおり定款
を変更するものであります。
(1) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる旨を定款に定めることが義務付け
られたことから、変更案第15条（電子提供措置等）第１項を新設するものであります。

(2) 株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措置をとる事項のうち、書面交付を請求した
株主に交付する書面に記載する事項の範囲を法務省令で定める範囲に限定することができるようにす
るため、変更案第15条（電子提供措置等）第２項を新設するものであります。

(3) 株主総会資料の電子提供制度が導入されますと、現行定款第15条（株主総会参考書類等のインター
ネット開示とみなし提供）の規定は不要となるため、これを削除するものであります。

(4) 上記の削除される規定の効力に関する附則を設けるものであります。なお、本附則は期日経過後に削
除するものといたします。

２．変更の内容
　変更の内容は、次のとおりであります。

（下線部分は変更箇所を示しております。）
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現 行 定 款 変 更 案
（電子提供措置等）

（新　　設） 第15条 当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類等の内容である情報について電
子提供措置をとる。

２ 当会社は、電子提供措置をとる事項のうち
法務省令で定めるものの全部又は一部につ
いて、議決権の基準日までに書面交付請求
をした株主に対して交付する書面に記載す
ることを要しないものとする。

（新　　設） （附則）
（株主総会資料の電子提供に関する経過措置）

（新　　設） 第１条 2022年９月１日から６か月を経過した日、
もしくは同年９月１日から６ヶ月以内に開
催する最後の株主総会の日から３ヶ月経過
した日のいずれか遅い日まで、次の定めを
有するものとする。

　　　　当会社は、株主総会の招集に際し、株主総
会参考書類、事業報告、計算書類及び連結
計算書類に記載又は表示をすべき事項に係
る情報を、法務省令の定めるところに従い
インターネットを利用する方法で開示する
ことにより、株主に対して提供したものと
みなすことができる。

２ 本附則は、前項で定めるいずれか遅い日を
もってこれを削除する。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

１

再　任
た か は し
髙　橋　

し ん や
信　也

（1972年11月８日生）

    1996年    9 月 アンダーセン・コンサルティング㈱（現：アクセ
ンチュア㈱）入社

    1999年    9 月 アーンスト＆ヤングコンサルティング㈱（現：㈱
クニエ）入社

    2003年    5 月 ㈱ソニーグローバルソリューションズ入社
    2004年    10月 日本キャップジェミニ㈱（現：㈱クニエ）入社
    2005年    7 月 当社設立　代表取締役就任
    2012年    11月 当社代表取締役社長就任（現任）
    2013年    11月 MSOL Inc. 取締役就任
    2015年    11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
    2015年    11月 ㈱ProEver 取締役就任
    2018年    11月 麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事長就任（現

任）
2022年２月　MSOL Inc. 取締役就任（現任）

2,056,250株

［取締役候補者とした理由］
　代表取締役社長である髙橋信也氏は、2005年に当社を設立し、当社グループの現在の成長・発展を
実現しました。
　当社を今日まで導いた豊富な業務経験と当社グループの経営全般についての見識を生かし、当社を
さらに成長・発展させるため、引き続き取締役として選任をお願いするものであります。

第２号議案　　取締役５名選任の件
　取締役全員（５名）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つきましては、取締役５名の選任を
お願いするものであります。
　取締役候補者は、次のとおりであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

2

再　任
た ま い
玉　井　

く に ま さ
邦　昌

（1966年５月５日生）

    1990年    4 月 ㈱住友銀行（現：㈱三井住友銀行）入行
    2000年    1 月 ㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京

（現：㈱コナミホールディングス）入社
    2002年    7 月 共同ピーアール㈱入社
    2004年    8 月 ㈱ゴルフダイジェスト・オンライン入社

取締役ＣＦＯ就任
    2009年    4 月 ㈱エイケア・システムズ入社取締役ＣＦＯ就任
    2010年    11月 同社買収により、㈱エクスペリアン・ジャパン取

締役ＣＦＯ就任（兼任）
    2011年    8 月 ㈱コマースニジュウイチ入社取締役ＣＦＯ就任
    2013年    5 月 同社代表取締役社長就任
    2018年    6 月 ㈱インフォマティクス入社執行役員ＣＦＯ就任
    2019年    1 月 同社専務執行役員ＣＦＯ就任
    2020年    1 月 当社社外取締役就任（現任）

〔当社における担当〕
　　経営企画、経理、財務、法務、総務、労務

0株

［取締役候補者とした理由］
　玉井邦昌氏は、2020年より当社の社外取締役として主に経営的及び財務的な目線からコーポレート
ガバナンスの一層の充実に向けご尽力いただいております。
　代表取締役及び取締役ＣＦＯとしての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくた
め、玉井邦昌氏を取締役として選任することをお願いするものであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

３

新　任
か ね こ

金　子　　  
あ きら

 啓 
（1977年10月5日生）

    2000年    4 月 ㈱FFCシステムズ（現：富士通株式会社）入社
    2007年    9 月 当社入社
    2014年    11月 当社執行役員就任
    2018年    11月 元嵩管理顧問股份有限公司董事就任
    2019年    4 月 麦嵩隆管理咨詢（上海）有限公司董事長就任

171,000株

〔当社における担当〕
ＰＭ事業、PROEVER事業、営業、人事

［取締役候補者とした理由］
　金子啓氏は、入社以来、プロジェクトマネジメント業務、海外事業に携わり、事業拡大に貢献され
ました。2014年より執行役員に就任し、当社における豊富な業務経験と事業経営に関する幅広い見識
を有していることから、新たに取締役として選任することをお願いするものであります。

４

再　任

社　外 独　立

あ か ば ね
赤　羽　

か ん え
具　永

（1951年５月６日生）

　

    1970年    4 月 ㈱三菱銀行（現：㈱三菱UFJ銀行）入行
    2003年    6 月 東京三菱 インフォメーションテクノロジー ㈱

（現：三菱UFJインフォメーションテクノロジー
㈱）常務取締役就任

    2004年    6 月 ダイヤモンドコンピューターサービス㈱（現：三
菱総研DCS㈱）常務取締役就任

    2006年    8 月 同社専務取締役就任
    2007年    10月 三菱総研DCS㈱取締役副社長就任
    2009年    10月 同社代表取締役副社長就任
    2011年    6 月 ㈱Minoriソリューションズ（現：SCSK Minoriソ

リューションズ㈱）取締役就任
    2016年    5 月 ケイン㈱設立　代表取締役就任（現任）
    2016年    7 月 ㈱ISS取締役会長就任（現任）
    2016年    9 月 当社社外取締役就任（現任）

68,400株

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
　経営者としての豊富な経験と高い見識を当社の経営に反映していただくため、赤羽具永氏を引き続
き社外取締役として選任することをお願いするものであります。選任後は、これら豊富な経験と高い
見識を踏まえ、当社取締役会の意思決定に資するとともに、主にガバナンス強化や企業価値向上に資
する適切なご助言やご指摘をいただけることを期待するものであります。
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候補者
番　号

氏　　　名
（生年月日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所 有 す る

当社の株式数

５

新　任

社　外 独　立

た

田
 

　
や

矢　
て つ じ

徹　司
（1963年12月14日生）

　

    1987年    4 月 ㈱富士銀行（現：㈱みずほ銀行）入行
    1998年    6 月 メリルリンチ証券東京支店（現：BofA証券㈱）

入社
    2003年    4 月 ㈱産業再生機構マネージングディレクター就任
    2007年    4 月 ㈱経営共創基盤設立　取締役就任
    2010年    6 月 レオパレス21社外取締役
    2019年    12月 ㈱経営共創基盤代表取締役CFO就任
    2021年    10月 ㈱ホワイトウッド設立　代表取締役就任（現任）
    2022年    8 月 ㈱テーオーホールディングス社外取締役就任（現

任）
    2022年    9 月 ㈱ウェルカム監査役就任（現任）

0株

［社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要］
　経営者としての経歴を通じて培われた高い見識及び企業経営に関する深い知識、経験を当社の経営
に反映していただくため、田矢徹司氏を社外取締役として選任することをお願いするものでありま
す。選任後は、成長戦略、事業推進、ファイナンスに関する経験及び知見に基づく貢献を期待するも
のであります。

（注）１. 各候補者と当社との間には、特別の利害関係はありません。
２. 赤羽具永氏と田矢徹司氏は社外取締役候補者であります。
３. 赤羽具永氏は、現在当社の社外取締役であり、在任期間は、本総会終結の時をもって６年４か月であります。
４. 当社は赤羽具永氏と玉井邦昌氏との間で会社法第427条第1項の規定に基づき、同法第425条第1項に定める最低責任限度

額を限度として同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。赤羽具永氏の再任が承認された場
合には、当社は赤羽具永氏との間で上記責任限定契約を継続する予定であります。また、田矢徹司氏の就任が承認された場
合には、当社は田矢徹司氏との間で上記責任限定契約を締結する予定であります。

５. 当社は赤羽具永氏と玉井邦昌氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として届け出ております。なお、赤羽具永氏の再
任が承認された場合には、引き続き独立役員とする予定であります。また、田矢徹司氏の就任が承認された場合には、同氏
を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出る予定であります

６. 当社は現任の取締役及び金子啓氏との間で会社法第430条の２第１項に規定する補償契約を締結しております。当該補償契
約では、同項第１号の費用及び同項第２号の損失を法令の定める範囲内において当社が補償することとしており、現任の取
締役の再任及び金子啓氏の就任が承認された場合には、当社は各氏との間で上記補償契約を継続する予定であります。ま
た、田矢徹司氏の就任が承認された場合には、当社は田矢徹司氏との間で上記補償契約を締結する予定であります。

７. 当社は保険会社との間で、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を締結しており、当社取締役を含
む被保険者の職務執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生じ得る損害を当該保険
契約によって補填することとしております。各候補者が取締役に選任され就任した場合には、当該保険契約の被保険者とな
ります。また、当該保険契約は次回更新時においても同内容での更新を予定しております。
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招
集
ご
通
知

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

株
主
総
会
参
考
書
類

氏名
地位(*は独立役員) 企業経営

グローバル
経験 法務 人事･労務 財務･会計

M&A
DX･IT･
デジタル

ESG･サステ
ィナビリティ

髙橋　信也
代表取締役社長 ● ● ● ●

玉井　邦昌
取締役 ● ● ● ● ●

金子　啓
取締役 ● ● ● ●

赤羽　具永
社外取締役* ● ● ● ●

田矢　徹司
社外取締役* ● ● ● ●

渡邉　徹
社外監査役(常勤)* ● ● ● ● ●

木村　稔
社外監査役* ● ●

稲垣　隆一
社外監査役* ● ●

（ご参考）スキルマトリックス
　第２号議案が承認された場合の体制及び役員等が特に有する専門性・経験を表しています。

以上
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〈メ　モ　欄〉
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株主総会会場ご案内図
日　時

場　所

2023年1月27日(金曜日)
午前10時
(受付開始　午前9時30分)

東京ミッドタウン・タワー
4階 カンファレンス
Room7
東京都港区赤坂九丁目７番１号

　●駐車場の用意はしておりませんので、
お車でのご来場はご遠慮下さいますよう
お願い申し上げます。

Ｎ至 赤坂

東京ミッド
タウン西

国立新美術館

六本木

六本木六

六本木ヒルズ
飯倉出口

飯倉片町

飯倉入口

六本
木通
り

外苑東通り

至 青山

至 東京タワー

アマンド

六本木Tキューブ

三菱UFJ銀行

外苑東通り

至 

渋
谷

東京メトロ日比谷線
六本木駅

都営大江戸線
六本木駅

東京メトロ
千代田線
乃木坂駅

2番出口

3番出口

東京ミッドタウン前

至 霞が関出入口

8番出口

総会会場
東京ミッドタウン・タワー

1番出口

東京メトロ南北線
六本木一丁目駅

交通のご案内

都営大江戸線「六本木」駅
8番出口(地下)より直結

東京メトロ日比谷線「六本木」駅
4a出口側から地下通路を経由し、
8番出口(地下)より直結

東京メトロ千代田線「乃木坂」駅
3番出口より徒歩約3分

東京メトロ南北線「六本木一丁目」駅
1番出口より徒歩約10分

ユニクロ

B1F-7F

H

インフォ
メーション

セブン・
イレブン

タクシー乗り場
車寄せ

ミッドタウン・タワー

ミッドタウン・
ウェスト

4Fカンファレンス入口

ガレリア
PLAZA

ミッドタウン・
イーストP3

B2F-B1F

六本木交差点方面
日比谷線六本木駅方面

大江戸線六本木駅

地下
1階

地下からお越しの場合
都営大江戸線六本木駅
東京メトロ日比谷線六本木駅

六本木交差点方面　

ミッドタウン・イースト

ミッドタウン・タワー

ザ・リッツ・カールトン東京
１F入口

キャノピー・スクエア

ミッドタウン・
ウェスト

外苑東通り

大江戸線
六本木駅

南北線六本木一丁目駅方面

千代田線乃木坂駅方面 ART「妙夢」
南北線六本木一丁目駅方面

PLAZA

1階
地上からお越しの場合
東京メトロ千代田線乃木坂駅
東京メトロ南北線六本木一丁目駅

ユニバーサルデザイン（UD）の
考えに基づいた見やすいデザイン
の文字を採用しています。



プレミアム優待倶楽部による電子議決権行使のご案内

URL：https://msols.premium-yutaiclub.jp
１．会員登録

【ライブ配信、電子行使に関するお問合せ】

問合せ先：0120-980-965
通話料無料／受付時間9:00～17:00
（土・日・祝日・年末年始を除く）

　
上記URL又はQRコードから「マネジメントソリューションズ・プレミアム優待倶楽部」にアクセスし、必要な
情報をご入力のうえ、会員登録をお願いいたします。また既に会員登録済の方は、手順2よりお進み下さい。
【新規会員登録に必要なユーザー情報】
■株主番号■同封の議決権行使書に記載されている株主様ご自身の株主番号をご入力下さい。
■郵便番号■株主様ご自身の郵便番号をご入力下さい。
※仮登録完了のメールが届きますので、案内に沿って進み、本登録を完了させて下さい。

２．ログイン＆議決権行使
STEP１ ログイン後、「株主ポスト」ページへアクセス
STEP２「議決権行使」ページへアクセスして、賛否を選択


